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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○鹿児島県中小企業制度資金融資要綱の一部を改正する要綱（※）

（中小企業支援課取扱い）１

鹿児島県告示第573号

鹿児島県中小企業制度資金融資要綱の一部を改正する要綱を次のように定めた。

令和５年７月４日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県中小企業制度資金融資要綱の一部を改正する要綱

鹿児島県中小企業制度資金融資要綱（昭和47年鹿児島県告示第1218号）の一部を次のように

改正する。

第11条の前に見出しとして「（報告書等の提出等）」を付し，同条を次のように改める。

第11条 第３条第３号に掲げる資金の融資を受けた中小企業者（スタートアップ創出促進保証

制度要綱（令和５年２月６日付け20230130中庁第３号中小企業庁長官通知）に基づく保証を

受けたものに限る。）は，当該中小企業者の会社を設立した日の属する年から起算して３年目

及び５年目（保証を付した日の属する年が会社を設立した日の属する年から起算して４年目

以後である場合には，５年目）に，取扱金融機関に当該中小企業者の健全な企業経営を行う

ために求められる管理体制の整備状況について県中小企業活性化協議会の確認を受けたこと

が分かる書類（次項において「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」という。）の

写しを提出しなければならない。

２ 取扱金融機関は，保証機関に対し，前項の県中小企業活性化協議会による確認を受けた月

の翌月以後に到来する４月又は10月のいずれか早い月に，ガバナンス体制の整備に関するチ

ェックシートの写しを提出するものとする。

３ 取扱金融機関が前項に規定する書類を提出しなかつた場合において，当該取扱金融機関が

代位弁済の請求をするときは，保証機関にその理由を記載した書面を提出するものとする。

第12条の前の見出しを削り，同条第４項を次のように改める。

４ 前条第３項の規定は，取扱金融機関が前項に規定する報告書を提出しなかつた場合につい

て準用する。

第12条の２第２項中「前条第４項」を「第11条第３項」に改める。

第12条の３第３項，第12条の４第４項及び第12条の５第４項中「第12条第４項」を「第11条

第３項」に改める。

別表第１創業支援資金の項中

「
運 転

７ 年 以 内
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附 則

１ この要綱は，令和５年７月４日から施行する。

２ 改正後の鹿児島県中小企業制度資金融資要綱（以下「改正後の要綱」という。）の規定は，

改正後の要綱第５条第１項に規定する保証機関が令和５年７月４日以後に保証を付する資金

の融資について適用し，同日前に改正前の鹿児島県中小企業制度資金融資要綱第５条第１項

に規定する保証機関が保証を付した資金の融資については，なお従前の例による。


